
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保

険
者
の
か
た
に
、
４
月
か
ら
使
え

る
「
は
り
・
き
ゅ
う
・
マ
ッ
サ
ー
ジ

の
受
療
券(

１
回
に
つ
き
800
円
を
助

成
す
る
券
・
12
枚)

」
を
交
付
し
ま

す
。
受
け
付
け
は
３
月
25
日
(木)
か

ら
で
す
。
詳
し
く
は
介
護
・
高
齢

福
祉
課
へ
ど
う
ぞ
。

(

８
６
６)

２
０
９
５

は
り
・
き
ゅ
う
・
マ
ッ
サ

ー
ジ
の
受
療
券
を
交
付

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

を
持
っ
て
、
介
護
・
高
齢
福
祉

課
、
土
崎
支
所
、
西
部
市
民
サ

ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
ア
ル
ヴ
ェ

駅
東
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
河

辺
市
民
セ
ン
タ
ー
、
雄
和
市
民

セ
ン
タ
ー
、岩
見
三
内
連
絡
所
、

大
正
寺
連
絡
所
へ
。

申し込み

後
期
高
齢
者
医
療

平
成
22
年
度
の
保
険
料

平
成
22
年
度
に
納
め
て
い
た
だ
く
後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
料
を
改
定
し
ま

し
た
。
前
年
の
所
得(

※)

に
応
じ
て
負
担
す
る
「
所
得
割
額
」
の
率
が
７
・
12
㌫

か
ら
７
・
18
㌫
に
、
加
入
者
全
員
が
均
一
に
負
担
す
る
「
均
等
割
額
」
が
３
万

８
４
２
６
円
か
ら
３
万
８
９
２
５
円
に
、
そ
れ
ぞ
れ
上
が
り
ま
す
。
な
お
、
納

め
る
保
険
料
の
額
は
７
月
中
旬
に
加
入
者
全
員
へ
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

所得割額(所得に応じた分)

保険料

均等割額(等しく負担する分)

(所得ー33万円)×7.18㌫

38,925円

４
月
の
年
金
か
ら
、
初
め
て
保
険

料
が
引
き
落
と
し
に
な
る
か
た
へ

「
決
定
通
知
書
」
を
送
り
ま
す

４
月
の
年
金
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
料
の

引
き
落
と
し
が
始
ま
る
か
た
へ
、
４
月
上
旬
に
「
保

険
料
仮
徴
収
額
決
定
通
知
書
・
特
別
徴
収
開
始
通
知

書
」
を
送
り
ま
す
。
通
知
書
に
書
い
て
あ
る
保
険
料
は

平
成
20
年
中
の
所
得
か
ら
仮
算
定
し
た
も
の
で
、
４
・

６
・
８
月
の
年
金
か
ら
引
き
落
と
さ
れ
る
金
額
で
す
。

決定通知書：上半
分が保険料仮徴収
額決定通知書、下
半分が特別徴収開
始通知書です

条件①

平
成
21
年
４
月
３
日
か
ら
10
月
２
日
ま
で
に

・
75
歳
に
な
っ
た
か
た

・
秋
田
市
に
転
入
し
た
75
歳
以
上
の
か
た

・
年
金
の
受
給
が
始
ま
っ
た
75
歳
以
上
の
か
た
　

年
金
が
年
額
18
万
円
以
上
で
、
後
期
高
齢
者
医

療
と
介
護
保
険
の
保
険
料
の
合
計
額
が
年
金
額

の
半
分
以
下
の
か
た

条件② 対
象
▼
次
の
条
件
①
②
を
両
方
満
た
す
か
た

※
所
得
…
年
間
の
収
入
か
ら
必
要
経
費
を
引
き
、
各
種
控
除
を
引
く
前
の
金
額

(

年
金
の
場
合
、
年
金
収
入
か
ら
公
的
年
金
控
除
額
だ
け
を
引
い
た
額)

(100円未満切り捨て。上限50万円)

平
成
22
年
２
月
の
年
金
か
ら
保
険
料
が
引
き
落
と
さ

れ
た
か
た
▼
引
き
落
と
さ
れ
た
保
険
料
と
同
じ
金
額

が
、
４
月
・
６
月
・
８
月
の
年
金
か
ら
引
き
落
と
さ

れ
ま
す

納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
の
か
た
▼
納
付
は
７
月
か

ら
。
年
金
が
年
額
18
万
円
以
上
で
、
後
期
高
齢
者
医
療

と
介
護
保
険
の
保
険
料
の
合
計
が
年
金
額
の
半
分
以
下

の
場
合
は
、
10
月
か
ら
年
金
引
き
落
と
し
に
な
り
ま
す

右
記
以
外
の
か
た
の
保
険
料
は
…

見本

おもな軽減制度(申請不要)

＋

●
後
期
高
齢
医
療
課
�(

８
６
６)

２
５
１
３

＊均等割額の５割軽減、２割軽減もあります。
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広報あきた 平成22年３月19日号

加入・脱退 国保年金資格担当 (866)2097
保険税の内容 賦課担当 (866)2099
納付の相談 収納推進室 (866)2189

問
い
合
わ
せ

国保年金課

必要なもの 年金手帳、印鑑、平成22年４月１日以降に取得し
た在学証明書または学生証
申請期間 平成21年４月～22年３月分…４月30日(金)まで　
平成22年４月～23年３月分…４月１日(木)～来年４月28日(木)
申請窓口 国保年金課（議会棟１階） 土崎支所　
西部市民サービスセンター　アルヴェ駅東サービスセンター
河辺・雄和市民センター 岩見三内・大正寺連絡所

申請時に55歳以上75歳未満で、申請前
の国民健康保険税を完納しているかた

年度内、１人40枚まで
(１枚800円の受療券20枚綴りを２冊)

対
象

枚
数

国民年金には、保険料の納付が困難な学

生の支払いを猶予する「学生納付特例制度」

があります。申請して承認を受けた期間の

保険料は10年前までさかのぼって納めるこ

と(追納)ができ、追納した分は年金額に反

映されます。また、追納がなくても年金を

受けるための資格期間に算入されます。

対
象

問い
合わせ

国保年金課 (866)2097

秋田年金事務所 (865)2390

大学、大学院、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、厚
生労働省令で定める各種学校に１年以上在学する学生・生徒で、
前年の所得が一定以下のかた

※平成21年度の申請書に在学予定期間を平成23年３月以降の日付で
記入し、平成22年度も同一の学校に在籍するかたは、年金事務所
から申請書類が郵送されるので、窓口での手続きは不要です。

申
請

受療券の申請は３月25日(木)から受け付けます。

国民健康保険被保険者証を持って、国保年金課、

土崎支所、西部市民サービスセ

ンター、アルヴェ駅東サービス

センター、河辺・雄和市民セン

ター、岩見三内・大正寺連絡所

へどうぞ。詳しくは、国保年金

課給付担当へ。 (866)2098

秋田市国民健康保険に加入していて下記に該当

するかたが、はり・きゅう・マッサージを受ける

とき１回につき800円の受療費を助成します。

はり・きゅう・マッサージの
受療券を交付します

国民健康保険

■「被保険者証」は「国民健康保険被保険者証」のことです。
■同じ世帯に国保高齢受給者証をお持ちのかたがいる場合は、
一緒に持って来てください。
■届け出が遅れると、さかのぼって課税される場合や、国保
で負担した保険給付費を返していただく場合があります。
届け出はお早めにお願いします。

国保年金課(議場棟１階) 市民課
土崎支所　西部市民サービスセンター　
アルヴェ駅東サービスセンター
河辺・雄和市民センター
岩見三内・大正寺連絡所

※短期被保険者証、被保険者資格証明書の届け出
は国保年金課のみで受け付けます。

学生納付特例制度

こんなときは14日以内に届け出を

他の市区町村から転入したかたがいるとき�
◆世帯全員の被保険者証 ◆印鑑 ◆年金手帳�

他の健康保険をやめたかたがいるとき�
◆世帯全員の被保険者証  ◆印鑑 ◆社会保険などの資格喪失証明書�
◆�年金手帳� ◆�お持ちのかたは厚生(共済)年金証書、福祉医療費受給者証�

生活保護を受けなくなったかたがいるとき�

子どもが生まれたとき�
◆世帯全員の被保険者証 ◆印鑑 ◆世帯主の口座番号が分かるもの�

他の市区町村に転出するかたがいるとき　�
◆世帯全員の被保険者証 ◆印鑑�

他の健康保険に入ったかたがいるとき�
◆国民健康保険と職場の被保険者証(世帯全員分) ◆印鑑�
◆お持ちのかたは福祉医療費受給者証�

生活保護を受けることになったかたがいるとき�
◆世帯全員の被保険者証 ◆印鑑 ◆年金手帳 ◆保護決定(開始)通知書�

亡くなったかたがいるとき�
◆世帯全員の被保険者証 ◆印鑑 ◆年金手帳�
◆葬祭を行ったかたの口座番号が分かるもの�

退職者医療制度に該当することになったとき�
◆世帯全員の被保険者証 ◆年金証書 ◆印鑑�

住所、世帯主、氏名などが変わったとき　�
◆世帯全員の被保険者証 ◆印鑑�

被保険者証をなくしたり破損したりしたとき�
◆印鑑 ◆身分証明書 ◆破損した被保険者証�

修学のため他の市区町村に居住するかたがいるとき�
◆�世帯全員の被保険者証 ◆�印鑑 ◆�在学証明書(申請年度に発行されたもの)

こんなときは届け出を�(◆は届け出に必要なもの)

◆世帯全員の被保険者証 ◆印鑑 ◆年金手帳 ◆保護決定(廃止)通知書�

国民年金

●届け出の場所

▼
▼

▼
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